




「新しい公共」の具体的なイメージ
◇総合型地域スポーツクラブを拠点とした地域住民の主体的な取組

行政による無償の公共サービスから脱却し、地域住
民が出し合う会費や寄附により自主的に運営するＮＰ
Ｏ型のコミュニティスポーツクラブが主体となって地域
のスポーツ環境を形成する。

 

（｢新しい公共｣宣言

 

抜粋）

【現在の寄附額】：２６百万円

・地域住民が支え合う総合型地域スポーツクラブの活動の
充実を通じた「新しい公共」の実現や、地域のスポーツ環境
の充実

・ＮＰＯ法人の運営が安定し、持続的な活動につながるととも
に、ＮＰＯ法人化を促進

【寄附の増加額】：約１７０百万円
【減収見込額】

 

：約

 

４７百万円

地域住民同士により公共活動を行うＮＰＯ法人に係る
認定ＮＰＯ法人制度の認定要件の緩和

 
［所得税、法人税］

認定NPO法人制度の認定要件において、「新しい公共」を担う総合型地域スポーツクラブや学校支援地域
本部等、地域住民の誰もが参加できる事業については、「共益的な活動」として取扱わない措置を講じる。

スキーム図

地域住民の誰もが参加できる
活動（総合型地域スポーツクラ

 
ブ、学校支援地域本部等）につ

 
いては除外する。

１．パブリックサポートテスト（ＰＳＴ）が一定の基準以上であること。

２．事業活動において、共益的な活動の占める割合が、５０％未満であること。

３．運営組織および経理が適切であること。
４．事業活動の内容が適正であること。
５．情報公開を適切に行っていること。
６．法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
７．設立の日から１年を超える期間が経過し、少なくとも２つの事業年度を終えていること。
８．所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること。

認定ＮＰＯ法人の要件

要望内容

背景
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・

 

効果
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「新しい公共」宣言（抄） 

平   成  2 2  年   6  月   4  日

第 8回「新しい公共」円卓会議決定
 

 

◇ 総合型地域スポーツクラブを拠点とした地域住民の主体的な取組 

行政による無償の公共サービスから脱却し、地域住民が出

し合う会費や寄附により自主的に運営するＮＰＯ型のコミ

ュニティスポーツクラブが主体となって地域のスポーツ環

境を形成する。学校・廃校施設の活用や学校へのクラブ指導

者の派遣など、クラブと学校教育が融合したスポーツ・健

康・文化にわたる多様な活動を通じて、世代間交流やコミュ

ニティ・スクールへの発展につなげていく。 

 








